
 

 

令和３年６月１８日  

保 護 者 様 

                             加古川市教育委員会  

 

兵庫県が緊急事態宣言措置区域から除外された際の幼稚園における対応について 

 

 平素より本市の教育活動にご理解、ご支援を賜り、ありがとうございます。 

 このたび、兵庫県に発出されていた緊急事態宣言が６月２０日をもちまして、解除となります。 

つきましては、幼稚園の教育活動を以下のとおりといたします。 

今後も、引き続き、「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（令和３年度 第１版）」に基

づき、感染防止対策の徹底を図ってまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

なお、今後の感染状況により変更される場合があることを申し添えます。 

 

記 

１ 登校方法 

・通常登園とする 

  

２ 幼稚園における感染症対策 

（１）３密の防止 

・換気は、可能な限り常時、困難な場合は２方向の窓を30分に数分間程度全開するなどこまめに行いま

す 

 ・園児の椅子の配置は可能な限り間隔をとります 

 ・基本的には室内では常時マスクを着用させます。また、着用をいやがる園児には無理に着用させよう

とせず、徐々に慣れるように促します 

 ・園庭での活動については、熱中症のリスクを軽減するため、マスクを外し、園児の間隔を十分に確保

したり、短時間で実施するなど感染防止対策を実施します。 

（２）検温及び出欠 

  ・家庭での毎朝の検温の徹底をお願いします 

  ・発熱、咳、だるさなど風邪症状がある場合は「出席停止」とします。再開は症状が改善した翌日から

とします（同居家族に風邪症状が見られる場合も同様とします） 

 

３ 教育活動 

・十分な感染防止対策を実施したうえで、教育活動を行います 

 

４ その他 

・感染の不安・心配の理由がある場合は、欠席とはなりませんので、幼稚園に連絡をお願いします。ま

た、家族が濃厚接触者と認定されている場合やPCR検査受診者がいる場合なども連絡をお願いします。 

・免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけてください 

・不要不急の外出は控え、うがい・手洗いを励行してください 

・登降園時については、熱中症のリスクを軽減するため、マスクをはずして歩くようにしてください 

 


